
すぐに両方に 

連絡しましょう 

市役所から協力機関に連絡 

協力機関は、周辺の捜索、ラジオ放送、テレビの

テロップ放送などで捜索活動を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎SOS ネットワークとは 

高齢者の方が認知症等により行方不明になったときに、あらかじめ登録した台帳を基に協力

機関（塩釜警察署、タクシー会社、公共交通機関、介護サービス事業所、ラジオ放送局、ケーブ

ルテレビ放送局等）に連絡し、早期発見につなげるためのネットワークのことです。 
 

◎登録方法 

対象者のご家族等に申請いただきます。 

申請時に必要なもの：①対象者の写真 ②申請者（ご家族等）の印鑑 

           （申請書類は高齢福祉課窓口にあります） 

 

 

 

おじいちゃんが出かけた

まま、戻ってこない！ 

塩釜警察署 生活安全課 
→022-362-4141 

 

塩竈市役所 

■平日：8:30～17:15 
→022-364-1204（高齢福祉課） 
■上記以外 
→022-364-1111（当直） 
 
 

※ 詳細は裏面へ 

 

 
道路に座っているとこ
ろを見つけたよ！！ 

無事帰宅 

※ 本人（高齢者）が発見されたら、ご家族にお迎えに行っていただきます。 

※ ご家族が本人を保護した時点で、担当者より協力機関に SOSネットワークの解除連絡をします。 

◎ご利用イメージ 

 

 

 

発見！ 
みつけたよ 

◎利用料 

 無料 

 

 

https://www.irasutoya.com/2013/06/blog-post_1667.html


ご家族から塩竈市役所へ連絡する際の流れ 

 

＊行方不明発生時 

１． 平日 ８：３０～１７：１５の場合 

塩竈市役所 高齢福祉課 ℡：３６４－１２０４に連絡して下さい。 

上記以外の場合 

塩竈市役所 当直室   ℡：３６４－１１１１に連絡して下さい。 

（市役所当直が出ます） 

 

２． 「はいかい高齢者ＳＯＳお願いします」とお話し下さい。 

３． 「登録している」か「登録していない」かをお話し下さい。 

４． 担当者が行方不明発生時の状況や服装などについてお尋ねいたします。 

※日頃よりご本人の衣服等については注意をお願いします。 

※その情報を協力機関に早急に連絡いたします。 

５． ご本人が見つかった時の、家族の方の連絡先をお伝えください。 

※発見者から家族の方へ連絡が入り、迎えに行って頂くことになり 

ますので、つながりやすい連絡先をお伝えください。 

 

 

＊発見時 

１． 発見者から直接家族の方へ連絡が入ります。 

※教えて頂いた連絡先に連絡がいきますので必ず待機していて下さい。 

２． 家族の方がご本人（高齢者）を保護されましたら、必ず塩竈市役所までご連絡下さい。 

＜例＞「○○時頃、何処で、○○に保護されました。」 

※家族の方がご本人（高齢者）を保護した時点で、市役所より協力機関にＳＯＳネ

ットワークの解除連絡をします。 

 

 

 

 

 

 

 
＜お問い合せ＞※時間により問い合わせ先が異なります。 

 

  ■塩竈市役所 高齢福祉課       ■塩竈市役所 当直室 

（平日 8：30～17：15）    （平日 17：15以降・土・日・祝日） 

TEL：022-364-1204     TEL：022-364-1111  

FAX : 022-366-7167     FAX : 022-365-8851 

 


